
 

令和７年度宮城県石油コンビナート等防災計画修正概要 
 

項     目 修 正 要 旨 

目次   
「北海道・三陸沖後発地震注意情報が発信された」を「北海道・三陸沖後発地震

注意情報が発表」へ修正した。 

第 1 章 総  則 

第 3 節 特別防災区域の現況 

・別図３の出光興産㈱貞山塩釜油槽所を削除した。 

2.特別防災区域の状況 

・特別防災区域隣接地区の世帯数及び人口を時点修正した。 

・気象等の統計データを時点修正した。 

・港湾施設の状況を時点修正した。 

・事業所等の状況について、従業員数及び石油等の貯蔵量等を時点修正した。 

 第 4 節 防災組織 2.石油コンビナート等特別防災区域協議会 

 ・特定事業所の職員に対する教育の実施について、石災法第 22 条の文言を準

用した。 

 第 6 節 防災組織の整備及び防災

要員の配置等に関する計画 

1.防災関係機関及び特定事業者等の防災組織 

 ・段落番号を修正した。 

第 2 章  

第 5 節 長周期地震動による災害

評価 

3.長周期地震動による評価方法 

 「現 出光興産㈱貞山塩釜油槽所」を「現 出光興産㈱塩釜油槽所」へ修正し

た。 

 第 6 節 津波による災害評価 2.危険物タンクの浮き上がり、滑動の可能性の検討 

 出光興産㈱貞山塩釜油槽所を削除した。 

第 3 章 災害予防計画 

 第 1 節 危険物、高圧ガス及び毒・

劇物等災害予防計画 

2.基本的な予防措置事項 

 「港外避泊」を「港外退避」へ修正した。 

※「第 2節 自然災害予防計画」についても同様に修正した。 

 第 5 節 防災教育及び訓練に関す

る計画 

2．防災訓練 

 訓練種目へ「情報伝達訓練」を追記した。 

第 7 節 防災施設、設備及び資機

材等整備計画 

2.防災関係機関 

・設備、資機材及び員数等について時点修正した。 

第 8 節 緑地等の整備に関する計

画 

特定事業所内緑地の面積を時点修正した。 

第 4 章 災害応急対策計画 

第 1 節 通信情報計画 

4.気象等予報・警報の伝達 

・気象情報に関する名称の誤字を訂正した。 

8.報告書の提出 

 ・報告事項に、写真、図面等を添付する旨を追記した。 

 ・火災・災害即報様式を令和 7年 4 月 21 日付け消防応第 44号通知に基づき修

正した。 

別図 4 気象等予警報伝達系統 

 ・法令に併せて修正した。 

 第 2 節 防災活動の基準に関する

計画 

4.防災活動の基本 

 ・異常現象の通報先を「消防署」から「消防機関」に修正した。 

 第 3 節 防災体制 1.防災本部の防災体制 

 ・第 0 次非常配備の基準に、「宮城県内で、震度 5 強の地震が発生した場合」

を追記した。 

 ・非常配備体制の連絡について、「第 2 次非常配備体制及び第 3 次非常配備体

制」を「第 1 次非常配備体制以上の配備体制」に修正した。 

 第 4 節 現地防災本部の設置及び

運営に関する計画 

見出し 

 ・誤字を修正した。 

2.現地防災本部の組織 

 ・文言の軽微な修正を行った。 

3.現地防災本部の設備 



 

 ・「腕章」を削除した。 

 第 5 節 火災等災害防御計画 4.防御計画 

 ・「酸素呼吸器」を「空気呼吸器」へ修正した。 

 第10節 自衛隊の災害派遣に関す

る計画 

4.要請手続 

 ・宮城県地域防災計画の文言と併せた。 

第 11節 資機材等の調達及び輸 

送計画 

1.調達先等 

・各資機材の数量等を時点修正した。 

第 6 章 日本海溝・千島海溝周辺 

海溝型地震防災対策推進計画 

 第 8 節 北海道・三陸沖後発地震

注意情報が発表された場合に取るべ

き防災対応に関する事項 

第 8 節中 

「北海道・三陸沖後発地震注意情報情報が発信された」を「北海道・三陸沖後

発地震注意情報情報が発表」へ修正した。 

 ※第 10 節中も同様に修正した。 

資料編 目次 「5.災害応急対策組織の状況」を削除した 

3.防災関係機関一覧 

・組織改編の状況を反映及び連絡先を修正した。 

4.石油コンビナート等防災本部条例等 

「宮城県石油コンビナート等防災本部規程」及び「宮城県石油コンビナート等

防災本部事務処理要領」の改正内容を反映した。 

5.災害対応対策組織の現況 

  全て削除し、以降の番号を１繰り上げた。 

6.防御計画等 

 ⑴ 仙台塩釜港大量流出油防除計画 

   組織改編を反映した。 

7.相互応援の現況 

・掲載順番の一部を修正した。 

 ・塩釜港タンカー事故等対策推進本部設置要綱 

  → 組織改編を反映した。 

 ・「仙台地区共同防災組織に関する協定書」及び「仙台地区共同防災規程」につ

いて、最新の内容を反映した。 

 ・「塩釜地区特別防災区域協議会会則」及び「塩釜地区石油コンビナート等特

別防災区域共同防災規程」について、最新の内容を反映した。 

 ・石油基地自治体協議会加盟団体災害時相互応援協定について、最新の内容を

反映した。 

8.石油等の貯蔵、取扱及び処理量の状況 

 ⑴ 許可数量等 

  ・施設数及び取扱量等を時点修正した。 

 ⑵ 施設設備等 

  ・油種、貯蔵量及び建物等の使用状況について時点修正した。 

9．防災資機材等の状況 

・従業員数及び資機材等の数量について時点修正した。 

10.県及び市町村が整備すべき泡消火薬剤の備蓄量の基準 

 ・文言の軽微な修正を行った。 

11．過去の主な災害事故事例 

・令和７年分を追加した。 

・平成 18 年以降に発生した災害については、総務省消防庁統計調査系システ

ム「危険物に係る事故及びコンビナート特別防災区域における事故の報告」に

て、異常現象該当として報告された事案のみ記載することとした。 

12．特定事業所の配置図 

・塩釜地区全事業所の配置図を最新の図へ差し替えた。 

その他 本文中の「，」を「、」へ修正した。 

※資料編のうち、宮城県以外が所管する計画等の本文を除く。 

 


